
  

第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(1)  種類と役割

医療施設には,病院,診療所,助産所,薬局等があり,医療法及び薬事法によって基本的規制が行なわれてい
る。

病院は,傷病者が科学的で適正な診療を受けることが出来るように組織され運営されるもので,患者20人以
上の収容施設を有するものとされている。これに対し診療所は,医師又は歯科医師がその業務をなす場所
であって,収容施設を有しないか,19床以下の収容施設を有するものとされている。したがって,医療法で
は,病院についてはその従業者数,構造設備等について詳細な規定を設けているのに反し,診療所について
は,10人以上の収容施設を有するものについては,病院とほゞ同様の規制を行なうほかは,厳重な規制を行な
わなていで患者の収容時間についてのみ制限を加えいる。助産所は,助産婦がその業務を行なう場所で医
師が管理するものでないので,収容しうる妊産婦数を9人以下に制限するとともに,嘱託医師を置くように
している。これらの3種の医療施設に対しては,国及び都道府県の医療監視員により,その構造,設備運営管
理について監督と指導が行なわれている。

医療機関の経営については,昭和25年に医療法人の制度が設けられている。これは,医療法では営利を目的
として医業経営を行なうことを否定しているので,資金の調達を容易にすることによって規模の大きい施
設の経営を容易にしようとしたものである。また,医療法では,公的医療機関の制度がある。収益性の乏し
い医業経営について,大規模な資本投下やへき地での開業等を民間に期待することはできないので,地方公
共団体や日赤等厚生大臣の指定する団体の開設する医療機関を公的医療機関として特別な制度を設け,そ
の助成を図ることとしたものである。国と地方公共団体には,医療の普及向上についての責任があること
が明らかにされているが,医療機関の整備については,病床の不足している地域に重点をおいて,公的医療機
関の一般病床の整備,へき地診療所の設置,精神病床及び伝染病床の整備に対しては補助金と特別地方債又
は年金福祉事業団の融資,民間の医療機関に対しては医療金融公庫,年金福祉事業団等による融資が行なわ
れている。
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(2)  現状
ア  病院数

昭和37年末の病院数は6,428施設で,前年末に比べ199施設,3.2%の増加である。これは,結核療養所が43施設減っているのにもかかわらず,一般病院203施設,精神病院40
施設の増加があつたためである(第4-1表)。精神病院数の増加は近年著しく,37年には28年の約3倍に達している。

第4-1表 病院種別・病院数の推移

近年の病院数増加の大部分は一般病院の増加であるが,そのほとんどは個人及び医療法人の開設する病院の増加によるものである。また,37年の増加を規模別にみる
と,200床以上の病院の増加が全体の増加の約1/3弱をしめ,ついで30～49床,50～99床の順となりこの三つのクラスの増加が年間の増加の8割をしめている。32年を100
として規模別の増加の傾向をみたのが第4-2表であるが,規模の大きいものほど増加のテンポが早い。

第4-2表 規模別一般病院数の推移

また,37年においては,従来わずかずつ減少の傾向にあつた20～29床の規模のものが逆にわずかながら増加しているのが注目される。

開設者別に病院数をみると,全病院,一般病院,精神病院では,いずれも医療法人及び個人の開設するものが半ば以上を占め,結核療養所とらい療養所では,国(厚生省所管),
伝染病院では市町村が多い(第4-3表)。規模別にみると,厚生省所管のものは500床以上,次いで200～299床が多く,都道府県立では100～149床,次いで200～299床,市町
村立では50～99床,100～149床,医療法人法では50～99床,20～29床,個人では20～29床,50～99床となつている。

第4-3表 開設者別病院数及び病床数の推移
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病院数及び病床数の推移
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(2)  現状
イ  病床数

昭和37年末の病院病床総数は,75万2,714床で前年末に比べ3万6,342床の増加であるが,これは一般病床2万
6,632床,精神病床1万4,035床の増加によるもので,病院数の場合と同様に,結核病床は4,670床減少している
(第4-4表)。病床数増加の約1/3を精神病床が占めているのはここ数年来変わりのないことである。

第4-4表 病床種別病床数の推移

一般病院の病床数の増加について規模別にみると,37年中の増加病床3万692床の81.9%2万5,123床が100
床以上の病院病床の増加となつており,また病院数の場合と同様規模の大きいものの増加のテンポが早い
ことがみられる(第4-5表)。

第4-5表 一般病院における病床数の推移
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開設音別にみると,全増加病床の71.3%2万5,915床が個人,医療法人等の民間医療機関,約25.1%9,119床が
都道府県等公的医療機関,約3・5%1,276床が国,約1.2%434床が社会保険関係団体となつており民間医療
機関の大きな割合が注目される(第4-3表)。したがつて全病床数に占める個人,医療法人等の民間医療機関
の病床数の割合は,37年末で約41%で,病院数の場合に過半を占めるのに比し少なくなつているが,その割
合は年をおつて増加しつつある。

病院数,病床数のいずれにおいても規模の大きなものの増加が目立っていることからも推測されるとおり,
らい療養所のごとく近年変動のないものを除き,病院は年々大規模化しつつある。37年末の病院の種類別
の平均規模は,らい療養所1,019,結核療養所204,精神病院158,一般病院102,伝染病院81施設となつており,
特に精神病院の大規模化が目立つている。なお,病院全体を通じての平均規模は117床である。
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(2)  現状
ウ  従事者数その他

病院数,病床数の伸びに応じて従事者総数も前年に比べ2万5,000人ふえて37年末には41万2,000人となつ
ており,100床当りの従事者数も前年の54.1人に対し54.7人に増加している。設備状況は,心電計の伸びが
著しいが,他はあまり変化がない。
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(2)  現状
エ  国立病院と国立療養所

国立病院は,38年10月現在で,国立がんセンターを含め,88施設が全国に配置され,その病床数は約2万8,000
床となつており,全国の医療機関網の中において,規模と診療機能の面で重要な地位を占めている。

国立病院は,高度の診療能力をもつて国民の医療需要を最終的にみたす責任を有しているが,特に最近は疾
病構造の変化に応じて,がん,小児等の特殊疾病の治療研究を行なうこと,他の医療機関との連けいのもとに
地域的な医療需要に応ずること,さらには医療関係者の養成教育を行なうことも新たな任務として認識さ
れるに至つている。

しかしながら,これらの役割りを果すべき国立病院の施設は,戦前にできたものが大部分であり,立地条件,
建物構造の老朽化等使用に耐えない状況となつているものが多いので,今日まで全国の都道府県ごとにそ
の地方の中核的地位を占める国立病院(基幹病院)を選んで近代的構造設備を有するものに整備してきた
が,さらに38年度から地域医療のセンターとしての役割りを果すべき国立病院を選び,資金運用部資金の借
入れによつて計画的な整備を進めている。

また,国立病院の診療面の機能を,さらに充実するため高血圧,がん,心臓,ビールス,脳神経,糖尿病,眼,アレル
ギー,リウマチ,特殊小児及び人間ドツクの診療センター部門が現在までに88の病院に設けられている。

ちなみに国立病院の経理は特別会計となつており,その予算額は38年度約212億円,39年度約261億円とな
つている。

国立療養所は長期療養を必要とする慢性疾患である結核,らい,精神,背髄等の患者に対する適正な医療の提
供を確保するとともに他の医療機関の指導的立場において医療の向上に寄与することを目的としてい
る。施設数は結核162(病床数6万2,030床),らい11,精神5,背髄1,計179施設で,これらの国立療養所には看護
婦又は准看護婦の養成所81か所が併設されている。

このうち結核療養所は,20年軍事保護院,日本医療団等の施設を引き継いで発足して以来,わが国結核療養施
設の中核として結核対策に重要な役割を果してきたが,最近一部の地域においては,結核病床の利用率が低
下する傾向を示しており,将来は地域の医療需要,疾病構造の変化に応じてその施設及び病床を精神,背髄損
傷,胸部疾患その他一般慢性疾患の療養所への転換を図ることが予想されている。

しかしながら,国立療養所が結核医療機関の中核として,最終的に必要な病床を維持する必要があるので地
域ごとに研究,教育等の機能をも有する施設を整備するとともに,かなりの数の結核病床を存続整備する計
画が進められている。

なお,国立療養所の予算は38年度約230億円,39年度約268億円となつている。
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1  医療施設
(2)  現状
オ  診療所

診療所のうち一般診療所の状況をみると,37年末で総数6万1,366施設で前年末に比べ1,065施設の増加で,1
施設当りの人口は約1,600人となつている。注目されるのは,有床診療所の大幅な増加が引き続いているこ
とで,ことに10～19床クラスの増加のテンポは一般病院のあらゆる規模のクラスの増加より早い(第4-1
図及び第4-6表)。病床数の増加のテンポもこれに伴つて早く,病院の一般病床の増加のテンポを上まわつ
ている。37年の増加病床数は6,133床であるが,これは37年の一般病院の増加病床数の20.3%に相当し,37
年末の診療所病床数は,病院の一般病床数の50.8%に達している。

第4-1図 診療所数の推移(32年末=100)

有床診療所の規模は37年末では7.1床で,30年末の6.5床に対してかなり増大していることが認められる。
その設備も年を追つて改善されつつあり,病院と同様心電計の伸びが著しいが,エツクス線装置等も増加を
続けている。
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一般診療所の開設者は,大部分が個人開業医で全体の85.3%を占め,次いで市町村,企業内診療所の順になつ
ている。なお,一般診療所の従業者総数は23万3,000人で前年より1万4,000人増加している。

歯科診療所数は37年末で2万7,488施設であり,前年に比べ225施設の増加となつている。1歯科診療所当り
の人口は約3,500人である(第4-7表)。

第4-7表 有床無床別歯科診療所数の推移

開設者は,ほとんど個人開業医で全体の98.5%を占め収容施設を持たないものが99.8%,歯科医師一人のも
のが80.1%となつている。設備については,歯科用タービンエンジン等の伸びが著しい。従事者総数は6万
3,721人で前年に比べ4,348人の増加となつている。

第4-6表 有床無床別一般診療所数及び一般診療所病床数の推移
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(2)  現状
カ  取扱患者数

以上の医療機関によつてどのように医療が担当されているかをみよう。患者調査によつて,一日取扱い患者数の割合を求めると, 第4-8表,第4-9表のとおりである。

第4-8表 一般病院における規模別受療状況

第4-9表 病院における開設者別患者の受療状況

病院の開設者別にみると,私的が38%で最も多く,次いで公的の32.3%,国14.0%,会社10.7%,社会保険関係団体5.0%となつている。一般病院について規模別にみる
と,50～99床のクラスが最も多く16.9%,次いで200～299床15.5%,300～499床14.0%の順であり,病床の構成比には対応していないのが注目される。
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1  医療施設
(2)  現状
キ  地域的分布

病床の整備が,病床不足地区に重点をおいて行なわれていることはさきに述べたが,病床数の地域的分布の
状況をみると 第4-10表のとおり,37年末の人口10万対の病院一般病床数は全国平均371.7床で最高が北海
道536.3床,最低が鹿児島の203.5床で,まだかなりの偏在がみられる。しかし最近5年間の上位5県及び下位
5県の全国平均に対する比を求めてみると第4-10表のとおりであつて,わずかづつではあるが,格差の解消
が認められる。

第4-10表 人口10万対一般病床数の推移
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1  医療施設
(2)  現状
ク  国際比較

最後に,我国の医療施設の状況が国際的にみてどのような水準にあるか,病院病床を例にとつて検討してみ
ると,人口10万対全病床数は第4-12表のとおりで,わが国の36年の数は31年のイタリア,オランダの数にほ
ぼ等しく,かなり高い水準にあるように見受けられる。しかし,わが国の場合には結核患者がまだ非常に多
く,そのために膨大な結核病床を維持しなければならないという特殊な事情があるので,これら特殊なもの
を除き一般病床のみで比較すると第4-11表のとおりとなつて,まだかなり低い水準にあるといわざるをえ
ない。

第4-11表 主要各国の一般病床数(人口10万対)の推移

第4-12表 主要各国の病床数(人口10万対)の推移
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(3)  医療機関の整備
ア  医療機関整備の方針について

医療機関の整備について,初めて計画が作成されたのは,昭和25年であるが,その後各種の条件の変化によつ
て数次にわたつて改訂が試みられている。現在の計画では,病床の種別ごとに社会保険の給付状況や各種
の実態調査等により45年の入院需要を推計し,同年の目標を102万床(うち一般病床約59万床)とし,これに
従つて保健所単位に人口に応じた必要病床を定め,病床普及度がこれより低い地域について整備を図るこ
ととしたものである。診療所については,現在の増加のすう勢をもとに45年の数の推計を行ない,人口
1,200～2,000について一般診療所を1施設,人口2,500～4,000について歯科診療所を1施設整備することを
目標としたものである。

以上の目標を達成するためには,さらに,建物,設備等の更新需要を考慮に入れる必要がある。財政計画にお
いては,これらの数を基礎として必要な資金量を算定し,公的医療機関に対しては国庫補助と特別地方債等,
私的医療機関に対しては医療金融公庫等による融資により,その確保を図るものとしている。なお,最近の
これらの資金の原資別の推移は第4-13表のとおりであるが対象別にみると,私的医療機関に対する投資額
が全体の非常に大きな部分を占めている(37年度で47.6%)。

第4-13表 医療機関整備事業費実績
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(3)  医療機関の整備
イ  特殊な病院の整備

近年の成人病の増加等にみられる疾病構造の変化は主として人口構成の老令化によるものと考えられて
いるが,新しい科学技術の医学への導入によつて,これらの特殊疾病に対する新たなアプローチが可能にな
つた。なかでも国民の死因の主要な部分を占めるにいたつたがん等の悪性新生物には,38年国立がんセン
ターが設置され,診断治対して療,調査研究,専門技術者養成の三つを柱として,がん対策の第一歩が踏み出
されたが,同様の機能を有する地方がんセンターを大阪,愛知に新設し,さらに39年度予算においては神奈
川,新潟,宮城の各県に新設を計画するなど,いわゆるがんセンター網の確立を図つている。小児の特殊疾病
を対象とする小児専門病院は,わが国の最も立ちおくれた部門であつたが,38年度大阪市小児専門病院の設
置についで,東京にも国立小児病院の計画が実施にうつされることとなつた。

最近特に問題となりつつある事故による傷病についての対策として,救急医療を担当する専門病院の設置
計画がすすめられつつある。38年には京都に日本赤十字社による救急専門病院が増築され,39年度には大
阪府立救急病院が大阪大学医学部の積極的な協力によつて新設される計画が進められている。また,消防
法の一部改正により,消防機関の行なう救急業務に関する規定が整備され,これに伴つて救急隊が傷病者を
搬入する医療機関が厚生省令で定められることとなつて,はじめて救急医療機関の制度化に手がつけられ
ることになつた。これら特殊病院の整備については補助金のほか,特別地方債,年金福祉事業団からの融資
が行なわれている。
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(3)  医療機関の整備
ウ  へき地における医療の確保

いわゆるへき地医療対策としては,31年度より,無医地区のうちで人口,交通,経済事情等の諸条件の著しく
悪いへき地237か所について,へき地診療所の整備を中心とした医療の確保に努めてきた。この第1次計画
に引き続き,38年度からは,新たに第2次計画をもつて194か所のへき地の解消を目標として初年度において
は39か所の整備に努力してきている。

また,地域,人口等が狭小なためにへき地診療所を設置することができない地域については,36年度以来巡回
診療を強化することとしており,38年度においても,巡回診療車23台,巡回診療船2隻,巡回診療雪上車2台,歯
科巡回診療車2台の整備を進めてきている。

さらに38年度からは新しい施策として,へき地のうち人口が少なく,かつ,もよりの医療機関まで患者を搬送
する交通の便の悪い地区を対象として患者輸送用のマイクロバスの配備を図つてきている。

このほか,こうした施策の一環として,新たに139年度から,医科大学によるへき地及び特別へき地の巡回診
療に対して定額補助を行なうことを計画している。

なお,へき地医療に従事する医師の確保については困難な問題が山積の状態にあるが,前述の一連の施策と
も相まつて,今後の一層の努力によつて解決が図られねばならない。
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(3)  医療機関の整備
エ  医療金融公庫

医療金融公庫は,私立の病院,診療所等の設置及びその機能の向上に必要な長期で低利の資金で,一般の金融
機関が融通することができないようなものを融資することを目的にして35年7月に設置された。

政府の出資金と資金運用部からの借入金を資金として,公庫の代理店を通じて業務を行なつており,貸付け
を行なう資金の種類は,新築資金,増改築資金,機械購入資金及び長期運転資金の4種類で,新築資金は病床の
不足している地域に限り,増改築資金は病床不足地域には低利率で貸付けが行なわれている。

創立以来37年度までで190億円の資金が公庫を通じて貸し出されており,これによつて新設された施設数
は1,463施設,増加した病床数は4万4,348床にのぼつている。

公庫の資本金も創設当初の10億円から38年の81億円まで大幅に増加されているが,今後従来にもまさるテ
ンポでの医療機関の整備が要請され,しかも,機能,設備の高度化が必要とされている現状では,さらに公庫
の果たす任務は重さを加えてゆくものと考えられる。特に最近,協同化の推進により医療施設の診療機能
を高めようとする試みが各地にあり,オープンシステムの病院や臨床検査センターの建設が行なわれてい
るが,この面においても,公庫に大きな期待が寄せられている。

第4-14表 医療金融公庫融資原資の推移
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第4  医療施設と医療関係者
1  医療施設
(3)  医療機関の整備
オ  公的性格を有する病院の配置の規制

さきに述べたように,資金面における間接的なコントロールによつて,医療機関の適正配置を図ることがこ
れまで行なわれてきたのであるが,これがある程度の効果を収めていることはさきにもみたとおりであ
る。しかしながら,このような間接的規制は当然のことながら,自己資金によつて病院の開設ないしは増床
を行なう場合には効果がない。もとより自由開業制を建前とするわが国において,民間医療機関について,
強力に配置の規制を行なうのは困難なことであるが,国の開設する病院あるいは公的な性格を有する病院
については,より強力な規制を行なう必要性が認識され,37年医療法の一部を改正する法律が制定され,38
年5月施行された。この改正によつて,いわゆる病床過剰地域については,公的な性格を有する病院の開設,
増床を都道府県知事は許可しないことができることとされ,その病床数の算定の基準等は厚生大臣の諮問
機関である医療審議会の意見を聞いて厚生大臣が定めることとなつた。38年10月,この病床数算定の基準
等について諮問がなされ,39年2月に答申が行なわれたので,これに基づいて近く実際に規制が行なわれる
こととなつている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(1)  種類

医療関係者としては現在17の職種が制度化されている。これらを中央法制で取りあげられた年次順にみると,医師(明治7年),歯科医師(7年,もつぱら口中科を修め
る医師),薬剤師(7年,薬舗手),助産婦(7年,産婆),はり師,きゆう師(7年,鍼治灸治業者),あん摩師(44年,按摩術営業者),看護婦(大正4年),柔道整復師(9年,柔道の教授であ
つて柔道整復術を行なう者),保健婦(昭和16年),栄養士(22年),歯科衛生士(23年),准看護婦(26年),診療エツクス線技師(26年),歯科技工士(30年),衛生検査技師(33年),
管理栄養士(37年)となつている。

医師,歯科医師は診療を担当し,薬剤師は調剤,医薬品の供給などを担当し,保健婦,助産婦,看護婦,准看護婦,歯科衛生士,診療エツクス線技師は専門技術をもつて,診療
の補助業務ないし保健指導,予防,助産等を行ない,また,歯科技工士,衛生検査技師,栄養士(管理栄養士の免許所有者は現在のところない。)は専門技術をもつて,歯科
技工,衛生検査,栄養指導等を行ない,それぞれ国民保健の維持向上に重要な役割を果している。その他,わが国に古くから伝わる特殊な施行を行なうものとしてあ
ん摩師,はり師,きゆう師,柔道整復師がある。

医療は人命の救済を究極の目的として,可能なすべての医学上の知識,技能が動員されるものであり,これらの総合的実施が不可欠の要件となつている。このため,
医療関係者の業務は原則として医師,歯科医師の指示ないしは指導の下に連けい化され,それぞれの専門技術が相互に密接な結びつきをとるよう配慮されている。
医療関係者の免許取得要件,業務,相互の関係を示せば第4-15表のとおりである。

第4-15表 医療関係者等免許取得要件,業務相互の関係一覧表

医療内容の高度化,専門化に対応して,新しい専門職種の必要性は,今後ますます増大してくるものと考えられる。既存の医療関係者と新しく登場してくる専門職種
を加えて,その体系をいかに整備するかは将来のわが国の医療制度に影響するところきわめて大きく,養成課程の合理化調整とともに,その改善について慎重な検討
が望まれる。これらの医療関係者の数は第4-16表に示すとおりであるが,以下個別的にその現況をみることにしよう。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(2)  医師

医師の養成は,現在は21の国立大学,12の公立大学,13の法人立の大学,合計46の大学医学部及び医科大学で
行なわれているが,入学定員は昭和38年4月に220人増加して3,100人となり,さらに39年4月には140人増加
して3,240人となつている。

医師になるには高等学校卒業後6年間大学において医学を修め,さらに1年間国の定める病院及び保健所で
実施修練を修め,国家試験に合格後免許をうけなければならないこととなつている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(2)  医師
ア  医師の数

医師数は第4-16表のとおり年々増加しており,37年末には10万5,437人で人口903人に1人の医師がいることになる。これを諸外国と比較すると第4-17表のとおり,
一応先進国なみの充足状態にあるように考えられるが,医学の進歩に伴う専門分化の傾向,疾病構造の変化,国民皆保険による医療需要増加等の事情を考慮すると,現
状のままでは必らずしも十分とはいえない状況である。

第4-16表 医療関係者数の推移

第4-17表 各国の医師数

また,医師の年令階級別分布についても31年と36年を比較すると,この5年間に分布の形がちょうど5才だけ高年令層にずれている。すなわち,31年では30～34才が
最も多く22.5%を占め年令が高くなるにつれてなだらかに減少しているが,36年では35～39才が21.7%で最も高くなつている。これは戦中,戦後の医育機関入学定
員急増の影響であり,今後このピークは時日とともに高年令層に移行していくことが予想される。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(2)  医師
イ  従事する業務別にみた医師数

医師の従事する業務別に30年以降の状況を各年末現在でみると第4-18表のとおりであり,30年を100とすると各年の指数は第4-19表のようになる。

第4-18表 従事業種別係者数の推移

第4-19表 従事業種別医師数の推移

医療施設の従事者は毎年増加し,30年においては総数の91.2%が医療施設の従事者であるが,以後32年92.2%,34年93.0%,36年93.3%としだいに増加し37年末では
93.5%に達している。

医療施設の従事者中では医療施設の開設者が最も著しい増加を示し,30年を100とした場合に32年が104.64,34年109.96,36年114.05,37年末では116.67で,約16.7%
の増加となつている。

ついで医育機関以外の医療施設の勤務者の増加が著しく,37年末では30年に比し12.9%の増加となつている。

これに対し医療施設以外の従事者は年々減少しており30年において総数の6%がこれらの業務にあつたが,以後漸減し37年末においては総数の3.9%となり,実数に
おいては30年に比し1,282人の減となつている。このうち医学の教育又は研究に従事するものの減少が特に目だち,30年に比し37年末では1.8%と約1,4%が減少し
ている。さきの医育機関附属の医療施設の勤務者を加えても医学の教育,研究に従事するものが減少していることとなり,年々増加する医学生をかかえて憂慮すべ
き問題である。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(2)  医師
ウ  実地修練制度(インターン制度)

医師になろうとするものはさきに述べたように,大学卒業後1年間実地修練を国の定める病院及び保健所で
行ない,臨床及び公衆衛生に関する実際について修練を行なうことが,医師国家試験受験資格として医師法
によつて定められている。

21年より発足したこの制度により37年末現在,実地修練病院は医科大学附属病院55を含め421施設ある。
しかしながら,実地修練制度は,医師になろうとする者に対し医業を行なうのに必要な一定限度以上の診療
技術を修得させることを目的としており,国民が適切な医療を受けるためにも,またわが国の医師の水準を
先進諸国に比し劣らないものとするためにも必要なものと考えるが,この制度の運用の実際に欠陥があつ
て十分に目的が達成されていない場合もある。特にインターン生の身分や生活が不安なことが問題化し
ている。厚生省では37年秋以来インターン制度を目的どおり行なうに必要な措置を検討し,39年度におい
てある程度の改善を行なうこととしているが,本制度を所期の目的どおり実施するためには,さらに強力な
措置を講ずる必要がある。同時にこれを合わせて,インターン制度について医学制度及び医療制度を含め
て全体として根本的に検討することも緊急な課題となつている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(3)  歯科医師及び歯科医療補助者

歯科医師数は,昭和37年末において3万4,163人で人口10万に対して35.9,すなわち人口2,786人に1人の割で
歯科医師がいることになる。これを諸外国と比較すると,アメリカ,西ドイツ,北欧3国などの分布割合と同
じで,イギリス,スコツトランドよりも多く,一応,欧米先進国なみの歯科医師数が確保されている。

しかし,最近におけるわが国の歯科診療に対する需要は,社会保険の普及と衛生思想の向上とにより急激に
増加している反面,全国8施設の歯科大学で養成されている歯科医師は年間約900人で,需要の増加に対応し
た歯科医師の供給という面からは,地域的な需給関係を考慮して歯科大学を増設する必要性も認められ
る。

業務に従事する歯科医師についてみると,第4-20表のとおりで,37年末においては,医療施設の従事者が
96.0%を占め,しかもこのうちの約80%が医療施設の開設者で,ほとんどがいわゆる開業歯科医という形で
業務に従事している。歯科医師が専門の業務に専念するためには,歯科医療補助者の存在が不可欠であ
る。このために,歯科衛生士と歯科技工士の制度が設けられて歯科医療の分野で活躍している。

第4-20表 業務の種類別歯科医師数

37年末において,歯科衛生士の数は1,878人,歯科技工士の数は8,110人となつていて,その養成施設は前者が
23施設,後者が9施設となつている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(4)  その他の医療関係者
ア  看護関係者
(ア)  看護婦及び准看護婦

看護婦と准看護婦の就業者数は,昭和37年末現在で20万5,087人であるが,第4-21表にみられるとおりその
ほとんどが病院と診療所に勤務している。

第4-21表 看護婦准看護婦就業状況調

看護婦は准看護婦に対して,看護業務の遂行上指導的な立場に立つものとされている。

看護婦及び准看護婦の養成状況をみると,看護婦の学校や養成所は38年4月現在242施設でその1学年の定
員は6,681人であり,また准看護婦の学校や養成所は570施設あつて,その1学年の定員は1万8,042人で38年
3月において約1万7,000人の卒業生を送り出している。

しかし病院や診療所においては,これらの要員不足の声がしだいに高まりつつあるのが現状であつて,これ
は医療需要の増大,医療機関整備計画の推進に伴つて病院や診療所が必要とする看護婦や准看護婦の数が
年々増加しつつあるためのほか,地域及び施設間に看護婦等の偏在がみられることやその特殊な労働条件
等から離職率が高く,すぐその人員補充をすることがむずかしいなどの理由に基づくものと考えられる。
この看護婦や准看護婦の不足が解消されないことが,医療保障推進上の一つの隘路として憂慮されてい
る。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(4)  その他の医療関係者
ア  看護関係者
(イ)  助産婦

助産婦は,保健所,病院,診療所等に勤務している者と個人で開業している者(助産所を開設している者及び
出張のみで業務を行なつている者)がありそのおもな仕事は妊婦や産後の母子が健康な生活をおくるよう
保健指導をすることと,出産の介助を行なうことであるが,従来の業務が出産の介助にかたよつていたのに
対し近年は母子保健指導に対する需要が強くなつている。37年末現在,就業している助産婦は4万5,955人
でその86%は開業助産婦によつて占められている。一方近年,病院等での分娩が広く行なわれるようにな
つてきているので医療施設に勤務する助産婦需要はますます増加の傾向にある。

助産婦の資格は,助産婦の学校や養成所(入学資格は保健婦学校養成所の場合と同じ)を卒業した後,助産婦
国家試験に合格し,厚生大臣の免許を受けた者に与えられる。助産婦の学校や養成所は,38年4月現在で25
施設(定員535人)あるが,卒業生は毎年280人程度に過ぎない。現在の就業助産婦の平均年令は,大部分を占
める開業助産婦についてみると52才に達しており将来の需給関係が憂慮されている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(4)  その他の医療関係者
ア  看護関係者
(ウ)  保健婦

保健婦は,保健所,市町村,事業所等に勤務して,住民や従業員等に対する保健指導を行なうもので,この制度が16年に設けられて以来,公衆衛生の向上,特に農山村にお
ける保健衛生の向上のために果して来た役割りは大きなものがある。保健婦の資格を得るには,保健婦の学校や養成所(いずれも入学資格は看護婦の学校や養成所
を卒業した者)を卒業したのち,保健婦国家試験に合格し,厚生大臣の免許を受けなければならない。

38年4月現在,保健婦の学校や養成所の数は,37施設(定員1,065人)で,毎年約770人程度の卒業生が社会に送り出されている。しかし第4-22表にみられるように実際
の就業数は約600人であり,年々増大する社会の要望に答え得るにはほど遠い。

第4-22表 保健婦学校養成所卒業生就業状況

ことに36年4月の国民皆保険実施後は国民健康保険による保健婦活動を強化する市町村が増加し,保健婦不足の声はますます大きくなつており公衆衛生の向上を図
るうえで大きな隘路となつている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(4)  その他の医療関係者
ア  看護関係者
(エ)  看護関係者の不足

近年,わが国においては,医療保障制度の普及,国民の保健衛生思想の向上等によつて医療に対する需要は
年々増大の一途をたどりつつあり,これに伴つて医療施設行政機関における医療従事者,とくに保健婦,助産
婦,看護婦,准看護婦等の看護関係者に対する需要もまたしだいに増大しつつあることは前述したが,他方,
近年,経済の急激な成長発展によつて,わが国の労働力の需給関係はかつてないひつ迫した状況にあり,これ
ら看護関係者の志望者の確保も容易ではなくなつてきている。たとえば38年4月現在の全国の看護関係者
の学校及び養成所の入学者の状況をみると看護婦学校及び養成所242施設(1年の定員総数6,681人)の入学
率(定員に対する入学者の割合)は平均89%,保健婦学校及び養成所37施設(学生定員1,065人)の入学率は
70%,助産婦学校及び養成所にいたつては学生定員535名に対してわずか64%の入学率にすぎない。

このような事情から,最近各医療施設や行政機関における看護関係者の不足は非常に目だつてきており,現
に医療施設の運営に重大な支障をきたしているが,さらに将来の労働力の需給見込みからして,今後の事態
の推移を楽観するとこは許されない状況にある。

そこで厚生省では,すでに37年度から,看護関係者の養成所又は学校への入学者の確保をはかるため,都道府
県が行なうこれら養成所又は学校の在学者に対する修学資金の貸与事業(保健婦,助産婦及び看護婦につい
て月額3,000円を准看護婦については月額1,500円を貸与する。)に対して,その所要経費の1/2を国庫から
補助する制度を設けているが,さらに38年度からは,これらの養成所又は学校の新改築,備品の整備等に要す
る費用についても1/2の国庫補助を行なうことにしている。しかしながら,これらの補助制度は,財源など
によつて制約され,なお期待された役割を十分に発揮しているとはいいがたく,今後の予算措置の拡充等に
よる制度の強化が強く望まれている。

以上は将来に備えての新規労働力の確保をはかるための対策であるが,このほか資格をもちながら現に就
業していない看護技術者が20万余にのぼつていることからみて,これらの人々をふたたび職場に復帰させ
ることによつて看護技術者の不足を補なうことも当然考えられてよい。そこで,これらの人々の実態調査,
就業斡旋,再教育等についても今後は積極的な施策を講ずる必要がある。

なお,厚生省では現に就業している看護関係者についても,その業務能率向上を通じて労働力の不足の緩和
に役立てるため,再教育,研修等を行なつて,指導者の養成を図つている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(4)  その他の医療関係者
イ  その他の医療関係者
(ア)  現状

36年度末の診療エツクス線技師の免許所有者は8,992人で,養成施設は19施設(文部省関係9施設)1学年定員
約800人となつており,このうち1年に新規免許を取得する者は約700人であるが,入学者の競争率は年々低
下しつつあり(31年5.5倍,33年2.7倍,35年2.4倍,37年1.5倍)一方求人数は,卒業者を上まわつて年に2倍以上
となつている。なお,近時エツクス線以外の各種放射線の治療分野における使用が増大しこれを取り扱う
専門技術者が必要となつており,これとの関連で診療エツクス線技師の養成課程及び業務内容について再
検討が行なわれている。

次にわが国に古くから伝わるあん摩,はり,きゆう,柔道整復の分野の就業者についてみると,37年末であん
摩師5万1,477人(うち盲人3万858人),はり師3万1,745人(うち盲人1万4,463人),きゆう師3万382人(うち盲
人1万3,148人),柔道整復師6,014人(うち盲人39人)となつている。これらの業務分野における大きな問題
としては,あん摩業務が盲人の数少ない適職とされておりながら,社会情勢の変化もあつて,年々盲人でない
者の進出によりその職域を圧迫されてゆく傾向にあることであり,この面の合理的解決について目下検討
が急がれている。なおこのほか,23年当時に民間療術に従事していた者が現在まで経過的に認められてい
るいわゆる医業類似行為業者は8,600人おり,これらの者の処遇をどうするかについて今後の医療体系のあ
り方とも関連して,慎重な考慮を要する問題となつている。
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第4  医療施設と医療関係者
2  医療関係者
(4)  その他の医療関係者
イ  その他の医療関係者
(イ)  新しい医療関係者

a  リハビリテーシヨンに関する医療関係者

現在制度化されていない医療関係者のうちで,医療の範囲の拡大に伴つて早急に制度化の必要のあるもの
とされているものにリハビリテーシヨン関係の医療関係者がある。

リハビリテーシヨンに従事する専門職種として,フイジカル・セラピスト(P・T理学療法士),オキユペーシ
ヨナル・セラピスト(O・T作業療法士),スピーチ・セラピスト(言語療法士),オージオロジスト(難聴訓練
士),オルソプチスト(弱視訓練士)等があり,欧米諸国では,すでにこれらの多くについて身分制度が確立され
ている現状である。上記職種のうち,P・T,O・Tについては,新たにP・T,O・T身分制度調査打合会が設け
られ学識経験者の参加を得て38年6月以来,その業務内容,必要な資格(教育課程,免許方法等),P・T,O・Tの
業務と医師との関係などにつき,鋭意検討を行なつた結果その結論が得られたので,近くその身分制度が確
立される見込である。 

b  その他の新しい医療関係者

医療内容及び公衆衛生の進展に伴い,医学の分野における予防,健康の増進,生活環境等が重要になり,これ
らの部門における専門分化がますます進みつつある。これに伴つて,この分野において医師,歯科医師の管
理又は連けいのもとに,専門的業務に従事するいくつかの職種が新たに必要となつてきている。

特に衛生教育指導員(Health Educator),医療社会事業員(Medical Social Worker),衛生工学士(Sanita1.ry
Engineer)等についてはその制度化の早期実現を要望する声が強い。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(1)  医療制度調査会の答申

昭和35年4月に厚生大臣の諮問機関として設けられ,医療に関する制度及びこれに関連する基本的な事項
について調査審議を行なつてきた医療制度調査会は3年にわたつた審議の末,38年3月,厚生大臣の諮問に対
し医療制度全般についての改善の基本方策について答申を行なつた。

医療制度調査会が設けられた背景には,現在の医療制度の基本的な体系が整えられた明治初期以降の種々
の条件の変化がある。特に最近における医学の発展と国民皆保険の達成は,医師の社会的地位と任務,医療
機関における医師の役割,公私の医療機関の関係,医業経営のあり方等医療制度のもつていた多くの問題を
一挙に表面化させるきつかけとなつたので,医療制度調査会はこれらの基本的な問題点を検討し,新しい拡
大された医療の概念に立脚して,医倫理の昂揚と医療の主体性の確保の必要性を強調するとともに,次のよ
うな意見をのべている。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(1)  医療制度調査会の答申
ア  医療関係者について

従来の臨床医学的な医師,歯科医師の活動は,広く地域社会の保健活動にまで広げられなければならないこ
と,医療関係者の資質の向上を図るための方策を講ずること,医学界の意見をきいて専門医制度の検討を進
めること,医療関係者の必要数を確保するとともに,その適正な配置が可能となるよう社会的条件の整備を
図ること,医療の範囲の拡大に応じ新しい職種の医療関係者の制度を設けること,医療関係者の社会的地位
を高く評価してこれらにふさわしい処遇を与えるこ。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(1)  医療制度調査会の答申
イ  医療施設について

医療施設の適正な配置を図るとともに,その相互間の連けいを図ることにより常に最適の医療が提供され
るようにすること。

医療施設の配置と体系の整備には,地域の医療需要に応じたものとするよう地域保健調査会ともいうべき
組織を設けること。

医療施設の運営について,オープンシステムをとり入れ,効率化,地域との結びつきを図ること。

医業経営における経済性を考慮して,社会保険の診療報酬の定め方,財税制について検討すること。

このような調査会の意見は,医療制度改善の基本方策に関するもので,この具体化には,調査会も答申の前文
で述べているとおり,さらに実際的な各種の検討調整を要する。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
ア  東南アジア諸国等に対する医療協力

東南アジア,中近東,アフリカ等の諸国との間の友好親善関係をより緊密にし,お互にさらに繁栄していくた
めの国際協力は,近年とみに重要性を増し,経済及び技術協力を通じてこれを促進させてきている。その一
環としての医療協力は34年ごろからコロンボ計画その他の国際協力の線に沿つて,関係国に対して実施し
てきているが,その対象国は次の21か国にのぼつている。

東南アジア・・・フイリピン,ベトナム,ラオス,カンボジア,タイ,マラヤ,シンガポール,インドネシア,ビル
マ,インド,パキスタン,ネパール,セイロン,中国,韓国(15か国)

中近東・・・サウジアラビア,アラブ連合,イラン(3か国)

アフリカ・・・ガーナ,コンゴ,ナイジェリア(3か国)

なお,医療協力の内容は,わが国の医療技術者をこれらの国々に派遣して,現地において診療及び指導に従事
する場合と,これら諸国の医療技術者をわが国に受け入れて研修を行なう場合及び医療用器具及び医薬品
の供与を行なう場合とに分けることができるが,その実情は第4-23表のとおりであり,最近の例としては次
のものがある。

第4-23表 海外医療協力の状況
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
ア  東南アジア諸国等に対する医療協力
(ア)  結核集団研修コースの開始

個別的に病院等で研修を実施するよりも,集団教育の方がより効果的であるということで,38年6月から初
めて集団による結核研修コース(英語)を開始し,財団法人結核予防会結核研究所においてタイ,インドネシ
ア,マラヤ,フイリピンから派遣された医師が6か月間にわたる研修を行なつた。

なお,39年は,5月から6か月間実施することにしている。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
ア  東南アジア諸国等に対する医療協力
(イ)  カンボジヤ医療センターの設置に対する援助

38年度末までにカンボジヤに入院4床,外来100人(当初予定)の診療所を建設し,39年5月ごろ開所する予定
でわが国は建物はじめエツクス線自動車及び診療器械器具類その他を供与する(総額2億700万円相当)ほ
か診療及び運営指導のための専門家(医師,診療エツクス線技師,看護婦等)7人を国立病院から1年間の予定
をもつて派遣する。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
ア  東南アジア諸国等に対する医療協力
(ウ)  タイ・ビールス研究所設置に対する援助

37年にバンコツクにビールス研究所が設置されることとなり,39年2月開所したが,わが国は同研究所の機
械類を供与し,運営指導のための専門家3人を国立予防衛生研究所から派遣している(わが国の負担経費総
額4,700万円)。この研究所においてはタイにおけるビールス問題についての研究と医療技術者の訓練が行
なわれている。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
ア  東南アジア諸国等に対する医療協力
(エ)  日本赤十字社の巡回診療

わが国は,コロンボ計画に基づき,日本赤十字社の協力を得て,35年度のインドネシア,36年度のタイに引続
き37年度においては,38年1月からビルマへ巡回診療団として,医師3人,看護婦2人を派遣し,各地で診療を
行なつたほか巡回診療自動車によるエツクス線撮影を多数実施し,同自動車及び医療器具等を寄贈のうえ,
多大の成果をおさめて38年6月初旬に帰国した。

なお38年度は,インドネシア,バリ島において約4か月の予定で巡回診療を行なうこととなり,39年2月から3
月にかけて,医師,看護婦7人を派遣した。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
ア  東南アジア諸国等に対する医療協力
(オ)  海外広報宣伝映画田本の母子衛生」の配布

わが国の医療事情及びその水準を海外に紹介し,各国の理解のもとに医療協力の推進を図るため,36年度の
「日本の医療」,37年度の「日本の結核対策」に引続き,38年度は,「日本の母子衛生」を作成,東南アジア
諸国などの在外公館に配布することとしている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和38年度版）



  

第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
イ  沖縄に対する医療援助

戦後における沖縄の医療事情は,医師及び病院等の著しい不足によりきわめて悪くすみやかな改善策を必
要とし,大いに努力されているところである。すでに30年から琉球政府の要請によつて医療技術者を派遣
し,臨床治療及び技術指導を行なつて来たが,35年以降,日本政府の負担で長期計画を樹て,継続的な援助が
実施されることとなつた。援助の実績は第4-24表のとおりであり,主な事項としては次のものがある。

第4-24表 沖縄に対する医療援助実績
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
イ  沖縄に対する医療援助
(ア)  無医地区に対する医師及び歯科医師の派遣

36年1月から本土の医師15人が無医地区に,琉球政府と2か年の契約で駐在し,住民の診療に従事,顕著な成
果をあげ,沖縄同胞の喜びも大きかつたので38年8月以降残留者1人を含めて引続き医師8人を派遣してい
る。歯科診療については,36年8月から3人の歯科医師による巡回診療班を年間4班編成で派遣し,無歯科医
地区の巡回診療に成果をあげている。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
イ  沖縄に対する医療援助
(イ)  結核患者の本土受入れ

沖縄には2万人以上の結核患者がいるものと推定され,そのうち1万500人程度が登録患者であるが,入院可
能ベッドは約800床にすぎず,要入院患者が多数在宅治療を行なつている。このような現状から現地の強
い要望によつて,37年7月からはこれを約200人増員し,常時300人を収容したが,39年7月から200人増加し,
計500人を収容治療する予定である。
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第4  医療施設と医療関係者
3  その他
(2)  海外医長協力の推進
イ  沖縄に対する医療援助
(ウ)  琉球政府立病院,保健所等への医師の派遣

沖縄の保健所,政府立病院等の現状をみると医師の不足もさることながら,技術水準を高めることも必要で
あるので,39年1月から新たに琉球政府立病院,保健所等の医療の充実向上に協力することを目的として常
時25人の医師を6か月交代で継続的に派遣することとなり,すでに国立病院,国立療養所及び日赤病院から
20人を派遣している。
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